
○三次市果樹・花き生産振興支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市は、農業所得の向上と産地化を推進するため、果樹（ぶどう、なし、

りんごをいう。以下同じ。）又は花き（菊をいう。以下同じ。）の新規植栽条

件整備、施設整備及び機械等の購入並びにスマート農業の推進に要する経費に

対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して

は、三次市補助金等交付規則（平成１６年三次市規則第６５号）に定めるもの

のほか、この告示に定めるところによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとす

る。 

（１） 市内に居住し、市内の自己所有地又は利用権が設定された農地におい

て、果樹又は花きを継続して３年以上生産及び出荷し、規模拡大を行う者又

は今後行おうとする者。ただし、スマート農業推進事業については、規模拡

大の要件を要しないものとする。 

（２） 個人にあっては世帯員全員が補助金の交付申請時に納付すべき納期限

の到来した市税、料等（以下「市税等」という。）を完納し、法人にあって

は当該法人が補助金交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等を完納

していること。 

（補助対象事業及び補助金の額） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及び

補助金額は別表第１及び別表第２に掲げるとおりとする。 

（補助金交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、三次市果樹・花き生産振興支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次

の各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。ただし、市長が添

付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認できるときは、当該書

類を省略することができる。 

（１） 事業計画書 



（２） 収支予算書 

（３） 事業着手前の現況写真 

（４） 事業実施位置図 

（５） 営農計画書の写し又は農地等の地名、地番、面積及び作物が確認でき

る書類 

（６） 事業に要する経費の見積書の写し 

（７） 個人情報閲覧に関する同意書 

（８） その他市長が必要と認める書類 

（補助金交付決定） 

第５条 市長は、前条の申請について内容を審査のうえ、適当と認めるときは、

補助金額を決定し、三次市果樹・花き生産振興支援事業補助金交付決定通知書

（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

（補助対象事業の変更） 

第６条 申請者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじ

め三次市果樹・花き生産振興支援事業補助金変更交付申請書（様式第３号）を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の補助金変更交付申請書の提出があったときは、内容を審査の

うえ、適当と認めるときは、補助金額を変更決定し、三次市果樹・花き生産振

興支援事業補助金変更交付決定通知書（様式第４号）により、申請者に通知す

るものとする。 

（実績報告） 

第７条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに三次市果樹・花き

生産振興支援事業補助金実績報告書（様式第５号）（次条において「実績報告

書」という。）に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。 

（１） 事業実績書 

（２） 収支決算書 

（３） 補助対象事業に係る領収書又は納品書の写し 

（４） その他市長が必要と認める書類 

（補助金額確定等） 

第８条 市長は、前条の実績報告書について内容を審査のうえ、補助金額を確定



したときは、三次市果樹・花き生産振興支援事業補助金交付確定通知書（様式

第７号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する補助金額の確定について、必要に応じ現地において

検査するものとする。 

（補助金の請求） 

第９条 前条の規定により補助金額の確定を受けた者は、遅滞なく三次市果樹・

花き生産振興支援事業補助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出するもの

とする。 

（遵守事項） 

第１０条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業を完了した年度の翌年度か

ら起算して３年以上は、対象となる作物の栽培を継続することとし、事業が完

了した年度から３年間、三次市果樹・花き生産振興支援事業実施状況報告書

（様式第６号）を、市長に提出しなければならない。 

２ 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類を整備し、

補助事業完了後５年間保存しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を

命じることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、

この限りでない。 

（１） 補助金交付の条件に違反したとき。 

（２） 不正な手段により補助金を受けたとき。 

（３） 交付決定年度から起算して３年以内に離農したとき。 

（４） その他補助金の使途が不適当と認められるとき。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、前条の規定により補助金の返還を命じる場合は、三次市果

樹・花き生産振興支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第９号）により、

補助金の交付を受けた者に補助金交付決定の取消しを通知するものとする。 

（その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

（経過措置） 

３ この告示の施行の日の前日までに、廃止前の三次市果樹・花き生産振興支援

事業補助金交付要綱（平成２８年三次市告示第８７号）の規定により申請があ

った、又は交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。 

（告示失効後の経過措置） 

４ 第１０条から第１２条までの規定は、この告示失効後も、なおその効力を有

する。 

附 則（令和８年４月１日告示第１３６号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 

対象

作物 

事業内容 対象要件 補助金額等 

ぶど

う 

⑴  植 栽 条

件 整 備 事 

業  水 田

や 畑 地 等

の ほ 場 の

改 良 ・ 整

備 、 か ん

水 施 設 整

備 、 種 苗

購 入 等 、

ぶ ど う を

新 規 に 植

栽 す る た

め の 条 件

を 整 備 す

る事業 

新 規 植 栽 又

は 規 模 拡 大

を 行 う 者 の

作 付 面 積

は 、 １ ０ ア

ー ル 以 上 と

す る 。 た だ

し 、 農 業 生

産 法 人 又 は

農 業 参 入 企

業 は ３ ０ ア

ー ル 以 上 と

する。 

（補助率） 

事業の実施に要した経費から、消費税 

及び地方消費税相当額を控除した額の

２分の１以内とする。ただし、農業経

営基盤強化促進法（昭和５５年法律第

６５号）第１２条の農業経営改善計画

の認定を受けている農業者（以下「認

定農業者」という。）及び同法第１４

条の４の青年等就農計画の認定を受け

ている農業者（以下「認定新規就農

者」という。）は、各事業の実施に要

した経費から、消費税及び地方消費税

相当額を控除した額の３分の２以内と

する。補助金額に千円未満の端数が生

じる場合は、これを切り捨てる。 

 

（補助上限額） 

単年度１００万円とし、認定農業者及

び認定新規就農者については単年度３

００万円とする。 

⑵  機 械 等

購入事業  

ぶ ど う の

生 産 ・ 出

荷 に 必 要

な機械等 

 （補助率） 

事業の実施に要した経費から、消費税

及び地方消費税相当額を控除した額の

２分の１以内とする。補助金額に千円

未満の端数が生じる場合は、これを切

り捨てる。 



（ 別 表 第 ２

に 掲 げ る

機 械 等 ）

を 新 た に

購 入 し て

作 業 を 実

施 す る 事

業 

 （補助上限額） 

単年度１００万円とする。 

機械等購入事業の申請は、１回限りと

し、次年度以降は対象外とする。 

ぶど

う、

なし 

、り

んご 

⑴  ス マ ー

ト 農 業 推

進 事 業

（ 自 動 草

刈 り ロ ボ

ッ ト 導 入

事 業 ） 

果 樹 の 生

産 ・ 出 荷

に 必 要 な

自 動 草 刈

り ロ ボ ッ

ト を 新 た

に 購 入 し

て 作 業 を

実 施 す る

事業 

事 業 実 施 年

度 の 作 付 面

積 が １ ０ ア

ー ル 以 上 で

あること。 

（補助率） 

事業の実施に要した経費から、消費税

及び地方消費税相当額を控除した額の

２分の１以内とする。補助金額に千円

未満の端数が生じる場合は、これを切

り捨てる。 

 

（補助上限額） 

１台当たり２０万円とし、単年度４０

万円を上限額とする。 

１補助対象者当たり単年度２台までと

する。 

 ⑵ スマー

ト農業推

進事業 

（害鳥被

（補助率） 

事業の実施に要した経費から、消費税

及び地方消費税相当額を控除した額の

２分の１以内とする。補助金額に千円



害防止レ

ーザー装

置導入事

業） 害

鳥対策に

必要なレ

ーザー装

置（市が

指定する

もの）を

新たに購

入して果

樹を生産

するため

の条件を

整備する

事業 

 

未満の端数が生じる場合は、これを切

り捨てる。 

（補助上限額） 

設置式は、１００万円を上限とし、１

補助対象者当たり単年度１台までとす

る。 

手持ち式は、２０万円を上限とし、１

補助対象者当たり単年度１台までとす

る。 

花き ⑴  植 栽 条

件 整 備 事

業  水 田

や 畑 地 等

の ほ 場 の

改 良 ・ 整

備 、 か ん 

新規に植栽 

を 行 う 者 、

規 模 拡 大 を

行 う 者 の 作

付 面 積 は 、

５ ア ー ル 以

上とする。 

（補助率） 

事業の実施に要した経費から、消費税

及び地方消費税相当額を控除した額の

２分の１以内とする。ただし、認定農

業者及び認定新規就農者は、各事業の

実施に要した経費から、消費税及び地

方消費税相当額を控除した額の３分の 



 水 施 設 整

備 、 種 苗

購 入 及 び

許 諾 料 支

払 等 、 花

き を 新 規

に 植 栽 す

る た め の

条 件 を 整

備 す る 事

業 

 ２以内とする。補助金額に千円未満の

端数が生じる場合は、これを切り捨て

る。 

 

（補助上限額） 

単年度１００万円とし、認定農業者及

び認定新規就農者については単年度３

００万円とする。 

 ⑵  機 械 等

購入事業  

花 き の 生

産 ・ 出 荷

に 必 要 な

機 械 等

（ 別 表 第

２ に 掲 げ

る 機 械

等 ） を 新

た に 購 入

し て 作 業

を 実 施 す

る事業 

 （補助率） 

事業の実施に要した経費から、消費税

及び地方消費税相当額を控除した額の

２分の１以内とする。補助金額に千円

未満の端数が生じる場合は、これを切

り捨てる。 

 

（補助上限額） 

単年度１００万円とする。 

機械等購入事業の申請は、１回限りと

し、次年度以降は対象外とする。 

 

 

 

 

 



別表第２（第３条関係） 

補助対象機械等一覧 

対象作

物 
施設名称 機械等名称 

ぶどう 

トンネルハウス 

果樹棚 

スプリンクラー 

防風ネット 

農薬飛散防止ネット 

糖度測定器 

防除機（スピードスプレーヤー

等） 

低床トラクター 

その他、生産・出荷に必要と認められる施設、機械等 

花き 

支柱 

防除機（自走式） 

選別機 

乾燥機 

保冷庫 

その他、生産・出荷に必要と認められる施設、機械等 

 


